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P2本日のご説明内容

1. Yahoo! JAPANについて

2. 利用者情報の取扱いについて
・プライバシーセンターの説明内容
・プライバシーポリシー改定時の対応
・パーソナルデータの管理

3. 今後の取組みについて



1. Yahoo! JAPANについて



P4Yahoo! JAPANについて

ユーザーアクションを一気通貫でおさえるサービス群

多様なサービス、膨大な利用者数、マルチビッグデータを保有する

国内最大級インターネット企業

国内最大の利用者基盤

質の高いマルチビッグデータ

メディア事業メディア事業 コマース

「Yahoo! JAPAN」
のリーチ

日本のインターネットサービス利用者数ランキング
（トータルデジタル）*1

*1 PCとスマートフォンの重複を除いた「トータルデ ジタル」でのリーチ(利用者数) 
出典︓ニールセンデジタル(株) ニールセンデジタル コンテンツ視聴率(2021年7月) 

多様性 100＋の
多様なサービス

量
月間ログイン
ユーザーID数 鮮度

「Yahoo!検索」
など利用頻度の
高いサービス5,000万＋



P5ヤフーの目指すもの

「データの会社を目指す 」
2018年1月24日



P6お客様のデータを預かる上での大前提

出典：https://privacy.yahoo.co.jp/notice20190901.html



P7

CDO・DD体制 アドバイザリーボードDPOの設置

プライバシーを守る体制



P8CDO・DD体制
法令を遵守しプライバシーに配慮したデータの利活用を推進するために、
CDO（最高データ責任者）とサービスごとのDD（データ責任者）を設置。



P9データ保護責任者（DPO）の設置
 データの適切な活用によって、これまで解決できなかった社会課題の解決や、
より豊かな生活が実現することについて、社会の期待は高まってきている。

 この期待にいかに適切に応えていくのかが、社会の一員としてヤフーが受け
入れられるか否かを決する。

 他方人々のプライバシーの保護に対する要請は近年特に高まってきており、
これへの適切な配慮が不可欠。

 DPOの設置は、これらの流れの中にあるもの。個人情報やプライバシーに関
する知見を十分に有し、社内のデータの取り扱いに関する状況等を把握して
いる者が、サービスや機能の設計の段階から、第三者的・中立的な立場で監
視・助言することで、より適切なデータ利活用を実現させることを目的とす
る。また、これらの活動をとおしてプライバシーへの適切な配慮を企業のス
タンダードとして定着させていく役割を担う。個人情報保護委員会などの監
督官庁の対応窓口などの役割も担う。



P10（ご参考）ヤフーのデータガバナンス体制
社長/経営会議等
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P11プライバシーに関するアドバイザリーボード設置背景
1）法令の遵守、プライバシーリスクへの十分な配慮、お客様の不当な不利益の排除
・関連法令を確実に遵守することが、まずはスタートライン。
・本人のプライバシーにどのような影響を与え得るのか、という観点での検討
※ 通常知られたくない事実、不当な差別的取扱いにつながる情報、思想信条に関わる情報などの取り
扱いはないか、人生を左右するような重大な局面におけるデータの利用でないか。

・お客様に一方的に情報を提供させていないか、お客様にメリットがあるのか
2）コンテキストにあった取得と利用
3）透明性、アカウンタビリティの確保
・お客様が予期しないデータの取得や利用は炎上リスクと独禁法違反リスク
・データの利用方法等について、分かりやすく説明することが重要。

4）本人への選択権の提供
・本人に選択肢を提供することは強力なリスクヘッジになる。ただし、実質的に選択できる状
態を担保することが必要

5）ガバナンス体制の構築
・以上が組織的に担保される仕組みの構築が必要

その仕組みの1つとして、「プライバシーに関するアドバイザリーボード」を設置



P12アドバイザリーボード
委員、アジェンダ、主なご意見と対応をプライバシーセンターで公表
※2021年からはZホールディングス株式会社の有識者会議として開催

出典：https://privacy.yahoo.co.jp/advisoryboard.html

委員（敬称略・五十音順）

• 川口 洋
（株式会社川口設計 代表取締役）

• 宍戸常寿
（座長・東京大学 大学院法学政治学研究科 教授）

• 庄司昌彦
（武蔵大学 社会学部 教授）

• 鈴木正朝
（新潟大学大学院現代社会文化研究科 / 法学部 教授、
理化学研究所 革新知能統合研究センター情報法制チームリーダー）

• 長田三紀
（情報通信消費者ネットワーク）

• 森 亮二
（英知法律事務所 弁護士）



2. 利用者情報の取扱いについて



P14プライバシーポリシーについて
 内容
・お客様の「パーソナルデータ」の取り扱いについて定めたポリシー

 背景
・情報技術（IT）の加速度的な発展とデータの利用可能性の広がり
・詳細に記述することによる分かりやすさの限界
・個人情報とそれ以外の情報の境界の不明確性

 主な特徴
・利用規約の一部であること
・適用範囲が個人情報だけではないこと
・分かりやすさを意識した簡潔な記述
・プライバシーポリシーとプライバシーセンターがあること
・第三者提供について一定の範囲で予め同意をいただいていること



P15

○ 幅広くデータを活用しようと思えば、プライバシーポリシー
によるコミュニケーションは基本的に困難。

○ コンテキストに沿ったデータの取得と利用が第一。お客様が
予期しにくい利用等については事前の丁寧な説明が不可欠。

○ 「お客様の便利のために」というのは大きなおせっかいの場
合も多い。できるだけ本人に選択肢を提供する。

○ プライバシー設定の確認をお願いする電子メールを定期的
に送信する取り組みを2020年7月より開始。

※ 当社においては、2016年6月に、それまでのプライバシーポリシー
においてできるだけ詳細にデータの取り扱いについて説明するとい
う方針を改め、プライバシーポリシーにおいてはデータの取り扱い
の基本的事項のみを定め、その内容の詳細を図表等を用いて説明す
る「プライバシーセンター」を新たに開設しました。

ユーザーコミュニケーションの考え方



P16プライバシーセンターのリニューアル
 できる限り説明を段階的に表示することで一度に表示する文量を減らし、ア
ニメーションも交えて説明するなど、一層わかりやすく、目を通したくなる
ようなページを目指して、2021年9月にリニューアル。
※「プライバシーポリシー」・「プライバシーの設定」へ容易に遷移できるようにリンクを設置



プライバシーセンターの説明内容



P18取得方法と取得する情報項目の例示
「プライバシーセンター＞パーソナルデータの取得」において説明

出典：https://privacy.yahoo.co.jp/acquisition/



P19パーソナルデータの利用目的
プライバシーポリシーにて明示し、プライバシーセンターで具体的な利用例を

各利用目的に対して補記

出典：https://privacy.yahoo.co.jp/



P20パーソナルデータの利用目的（具体的な活用例）
パーソナルデータの具体的な活用例を説明



P21広告の表示
具体的な活用例として広告の表示のための利用について説明

 行動履歴による広告内容の最適化オン/オフは「広告設定」から変更が可能



P22広告の表示（詳細の説明）
Yahoo! JAPANが配信する広告などへのパーソナルデータの利用について説明



P23位置情報と連動したサービス等の提供

 位置情報（端末から取得可能なGPS位置情報、Wi-Fi情報、Bluetooth情報等）
の取得・利用に際してはお客様の明示的な同意を取得

 位置情報の利用のオン/オフは「位置情報の送信設定」から変更が可能
 位置情報の具体的な活用例は「位置情報の利用」で説明



P24情報収集モジュール等の設置に関する説明
「パーソナルデータの取得＞第三者による情報の取得」で、クッキーやアプリ
開発キットなどを用いてパーソナルデータを取得する企業について説明

出典：https://privacy.yahoo.co.jp/acquisition/thirdparties.html



プライバシーポリシー改定時の対応



P26直近のプライバシーポリシーの改定
改定内容を、サマリ・FAQ・新旧改定表を用いて分かりやすさを意識して説明

出典：https://privacy.yahoo.co.jp/notice/202202.html



P27過去のプライバシーポリシーの確認
プライバシーポリシーの改定履歴から過去のプライバシーポリシーに遷移可能

出典：https://about.yahoo.co.jp/common/terms/chapter1/#cf2nd



パーソナルデータの管理



P29パーソナルデータに関するオプトアウト設定
「Yahoo! JAPANトップページ＞登録情報＞プライバシー・メール配信」から、
広告の最適化設定・位置情報の送信設定・第三者へのデータ連携設定等が可能



P30グループ企業へのデータ連携設定
一度同意した後でも、いつでも個別に連携のオン・オフの設定が可能



P31パーソナルデータの管理ページの新設
「Yahoo! JAPANトップページ＞登録情報＞パーソナルデータの管理」から、

パーソナルデータの管理（閲覧、削除、ダウンロード）が可能



P32サービス利用履歴の確認
各サービスの登録情報、利用履歴、ログイン履歴等の確認が可能



P33位置情報の履歴の確認・削除
過去1年分の位置情報履歴の確認・削除が可能



P34アクセス履歴の確認
サイト閲覧履歴、検索履歴、広告クリック履歴の確認・削除が可能



P35パーソナルデータのダウンロード
過去1年分の履歴データ、過去30日分の第三者提供記録のダウンロードが可能



今後の取組みについて



P37PIAの導入の背景
○個人情報、プライバシー保護に対する社会の期待の高まり
○1つのプログラムの不具合が膨大なデータの漏えいを生じさせる可能性
○事前の十分なプライバシーへの配慮が足りないことによるお客様や社会に受け入れられないサービス
の提供の可能性

当社において最近発生した事故 Yahoo!スコアの終了のお知らせ

当社がお客様や社会からの当然の期待に応え、信頼を得て引き続きサービス提供できるよう、PIAを導入す
る。
PIAの具体的な実施内容は、その運用を通じて常に、継続的に改善していくことを前提とする。



P38PIAの目的
PIAの目的

 GDPR上のDPIAの対象︓「自然人の権利及び自由に高いリスクをもたらすこ
とが予想される場合」

 GDPR上のDPIAの目的︓GDPRへの確実な準拠

 ヤフーにおいては、ヤフーのサービスおよびシステムが、個人情報の漏えい
等を招く不具合がないか十分に検証され、本人のプライバシーへの影響が事
前に適切かつ十分に配慮されたものとなることを担保することを目的として
実施する。

 当社の社内規程に規定し、確実な実施を担保
※DPO部門に窓口を設置、広く社内の開発/企画案件に係る相談を受けつけ
る。



P39PIAの全体像
PIAの実施手法 以下をそれぞれの主体が文書化する。

①当該サービスまたはシステムが実現しようとする事項お
よびそれを実現する目的と具体的方法の特定
→当該サービスの責任者、システムの開発責任者

②当該目的の必要性と予期されるリスクとのバランスに関
する評価
→当該サービスの責任者、システムの開発責任者

③予期されるリスクへの対処
→当該サービスの責任者、システムの開発責任者

④専門部門による影響評価
→法務部門、セキュリティ部門

⑤予期される影響への対処と評価
→全部門

⑥監視とレビュー
→DPO部門

※ PIA実施中に前提となる①に変更があった場合は①からやり直す。また、既存のサー
ビスやシステムに関しても、情勢の変化等に応じてPIAを実施すべき場合がある。



P40ZHDグループにおけるデータガバナンス体制構築

出典：https://www.z-holdings.co.jp/notice/20211018



P41（ご参考）CBPR認証の取得

出典：https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2022/01/31d/
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